
【６月開催】

■日 時：令和７年６月１８日（水）１４時～１５時３０分

■場 所：

■定 員： １００名 （先着順）

川崎商工会議所 主催

～柔軟な働き方を目指して、事業主が必ず押さえるべき法改正のポイント～

■参 加 費：会員無料 （非会員3,000円※別途お支払い方法(銀行振込)をご案内いたします）

【注意事項】

・申込みいただいた情報は、当所各種連絡・情報提供で利用の他、参加者名簿として講師に提供する場合があります。
【WEB参加に関するご留意事項】
・本セミナー受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操作するものといたします。
・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。

【講 師】

佐川 陽子 氏
さがわ ようこ

佐川社会保険労務士事務所
所 長

特定社会保険労務士

セミナー内容

オンライン開催

経営革新セミナー

【申込・お問合わせ先】 川崎商工会議所 中小企業振興部

TEL：044-211-4114 メール：sodan@kawasaki-cci.or.jp

■申込方法：当所WEB サイト【https://ws.formzu.net/fgen/S30900048/】

または右側の二次元 コード読み取りにてお申込み下さい。

オンライン開催 (配信 ソフトは 『 ZOOM 』 を利用いたします)

●職場での柔軟な働き方を目指して
働き方を工夫することで、諸制度を利用せずに「仕事」と「育児・介
護」の両立ができるケースも考えられます。長時間労働の見直し等、
あなたの職場でできることについて解説します。

●育児・介護休業法の改正について
・育児期の柔軟な働き方の拡充
・介護離職防止のための職場環境整備
・介護に関する諸制度、介護休業給付金の情報提供 等

共働き世帯の増加や高齢化が進む現代において、仕事をしながら育児を担う人や
介護に向き合わざる得ない人がますます増えています。特に30代以降の現役世代
は、企業の中核を担う重要な人材であり、彼らが働きやすい環境を整えることが、企
業にとっても大きなメリットとなります。
令和6年度育児・介護休業法の改正（令和7年4月・10月施行）では、育児期の柔軟
な働き方の拡充に向けた取り組み、介護離職防止のための職場環境整備、個別周
知・意向確認の義務化等が事業主に求められます。企業がこれらの法改正に対応し、
働き方の見直しを進めることで、人材流出を防ぐだけでなく、優秀な人材の獲得にも
つながります！
本セミナーでは、最新の法改正情報をわかりやすく解説し、企業が取るべき対策に
ついて具体的にご紹介します。この機会に貴社の労働環境を見直してみませんか？

https://ws.formzu.net/fgen/S30900048/

